
（環境省Ｒ４－４２）

基準年度 目標年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

- 100% 100% －

100% 100% 100%

- 90% 91% -

89% 90% 90%

100 200 150 -

120 204 162

- - - -

- - -

- - - -

- - -

当初予算額
（百万円）

R元年度 R2年度 R3年度 R4年度

(1)

地域レジリエンス・脱炭素化
を同時実現する公共施設へ
の自立・分散型エネルギー設
備等導入推進事業（令和２年
度）

-
11

(11)
6,093

(2,112)
2,000 3 071

(2)
ゼロカーボンシティ実現に向
けた地域の気候変動対策基
盤整備事業（令和3年度）

- -
800

(785)
800 1,2,3,4,5 074

(3)

地域脱炭素実現に向けた再
エネの最大限導入のための
計画づくり支援事業
（令和3年度）

- -
3132

(1,494)
800 1,2 072

1,000施設

－年度

脱炭素先行地域は地球温暖化対策計画及び地域脱炭素ロードマップに基づく主要施策の
一つとして、2050年を待つことなく前倒しでカーボンニュートラルを目指す地域であり、年２回
程度募集を行い、2025年度までに少なくとも100ヶ所以上選定することとしているため。

4 脱炭素先行地域選定数 - －年度
少なくとも
100地域

R7年度

5
脱炭素化支援機構が支援し
た事業による年間CO2排出削
減量の累積合計値

- - ー年度

2

3

・民生部門の電力消費に伴うCO2排出の実質ゼロ等を実現する脱炭素先行地域を、2025年度までに少な
くとも100ヶ所を選定し、2030年度までに実現する。
・屋根置き太陽光やゼロカーボンドライブ等の脱炭素の基盤となる重点対策を全国で実施する。
・脱炭素化に資する事業に対する資金供給の支援を強化することにより、民間投資の一層の誘発を図る。
・法定義務のある地方公共団体において地方公共団体実行計画を早期に策定し、それ以外の地方公共
団体においても策定を促進するとともに、具体的な対策の実施の支援等を通じ脱炭素型地域づくりを推進
する。

達成手段
（開始年度）

予算額計（執行額）
（百万円） 関連する指

標
達成手段の概要等

令和4年度行政事業レビューページURL（https://www.env.go.jp/guide/budget/review/2022/index.html）

防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策（令和2年12月11日）において、令和7年
度までに、大規模災害時においても発電・電力供給等の機能発揮が可能な再生可能エネル
ギー等の自立・分散型エネルギー設備の整備等を実施するとしているため

行政事業レビュー
事業番号

R7年度

- －年度 100%

地方公共団体実行計画（区
域施策編）の策定義務を有す
る地方公共団体における計
画の策定率

- －年度 100%

（脱炭素化支援機構設立後に確定予定）

令和4年度行政事業レビューページURL（https://www.env.go.jp/guide/budget/review/2022/index.html）

令和4年度行政事業レビューページURL（https://www.env.go.jp/guide/budget/review/2022/index.html）

R12年度
地方公共団体実行計画（事
務事業編）の地方公共団体に
おける策定率

大規模災害時においても発
電・電力供給等の機能発揮
が可能な再生可能エネル
ギー等の自立・分散型エネル
ギー設備の整備等を実施した
避難所等の数

- －年度

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、全ての地方公共団体は、地方公共団体実
行計画（事務事業編）の策定をするものと定められているため

目標設定の
考え方・根拠

・地球温暖化対策計画及び地域脱炭素ロードマッ
プに基づく主要な施策として、脱炭素先行地域づく
りや、脱炭素の基盤となる重点対策の全国実施等
が位置づけられている。
・地球温暖化対策推進法に基づき、地方公共団体
は地方公共団体実行計画を策定することとされて
いる。

政策評価実施予定時期 令和5年8月

年度ごとの実績値

・2030年度温室効果ガス排出削減目標及び2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、地域脱炭素が、意欲と実現可能性が高い
ところからその他の地域に広がっていく「実行の脱炭素ドミノ」を起こすため、地方公共団体による脱炭素先行地域づくりや重点対策
加速化事業の支援等、地域脱炭素に係る施策を総動員していく。

年度ごとの目標値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

達成すべき目標

1
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、都道府県、指定都市、中核市（施行時特例
市含む。）は、地方公共団体実行計画（区域施策編）の策定をするものと定められているた
め

R12年度

施策の概要
政策体系上の

位置付け
９．地域脱炭素の推進

測定指標 基準値 目標値

令和４年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策名 目標９－１　地域の脱炭素化の推進 担当部局名

大臣官房地域政策課
大臣官房地域脱炭素
事業推進課
大臣官房地域脱炭素
政策調整担当参事官
室

作成責任者名
(※記入は任意）

松下雄介（地域政策課
長）
犬丸淳 （地域脱炭素事
業推進課長）
木野修宏（地域脱炭素
政策調整担当参事官）

別紙１



(4)
地域脱炭素移行・再エネ推進
交付金

- - - 20,000 1,2 新22-0001

(5)
株式会社脱炭素化支援機構
出資金（令和４年度）（財政投
融資）

- - - 20,000 5 -

0
11

(11)
10,025
(4,391)

43,600

令和4年度行政事業レビューページURL（https://www.env.go.jp/guide/budget/review/2022/index.html）

施策に関係する内閣の重要政策（施政
方針演説等のうち主なもの）

地球温暖化対策計画　第3章第1節2．「『地方公共団体』の基本的役割」、第3節「公的機関における取組」の「○地方公共団体の率先的取組と国
による促進」、第4節「地方公共団体が講ずべき措置等に関する基本的事項」、第7節「地域の魅力と質を向上させる地方創生に資する地域脱炭
素の推進（地域脱炭素ロードマップ）」

施策の予算額・執行額

＜達成手段の概要＞
2030年度の温室効果ガス2013年度比46％削減や2050年までのカーボンニュートラルの達成に資する事業に対し、脱炭素化支援機関による出資等を
通じてリスクマネーを供給する。
＜達成手段の目標＞
脱炭素化に資する事業に対して脱炭素化支援機関が出資等を行うことにより、民間投資を呼び込み、脱炭素社会実現に貢献する。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
認知度が低い、前例がない等により資金調達が困難な事業に対して出資等を行うことにより、脱炭素化に資する事業への民間投資の呼び水となる。



（環境省Ｒ４－４３）

基準年度 目標年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

20 40 60 80 100

58 87

当初予算額
（百万円）

R元年度 R2年度 R3年度 R4年度

(1)
環境で地方を元気にする地
域循環共生圏づくりプラット
フォーム事業

500
(478)

500
(446)

500
(467)

500 1 0310

500
(478)

500
(446)

500
(467)

500

令和４年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策名 目標９－２　地域循環共生圏づくりの推進 担当部局名
大臣官房
地域政策課

作成責任者名
(※記入は任意）

松下雄介（地域政策課
長）

年度ごとの目標値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠年度ごとの実績値

施策の概要 ・専門人材と地域とのマッチング等の機能を持つプラットフォームの構築・充実等により地域循環共生圏の創造を強力に推進する。
政策体系上の

位置付け
９．地域脱炭素の推進

達成すべき目標
・地域の活力を最大限に発揮する「地域循環共生圏」の創造により、各地域が自立・分散型の社会を形成
しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合う取組を推進し、持続可能な地域づくりを通じて、環境で
地方を元気にしていくとともに、持続可能な社会を構築していく。

目標設定の
考え方・根拠

・「第五次環境基本計画」（平成30年4月閣議決定）
では、「地域循環共生圏」の考え方を新たに提唱
し、環境で地方を元気にしていくとともに、持続可
能な社会を構築していくこととしてている。

政策評価実施予定時期 令和5年8月

測定指標 基準値 目標値

1
地域循環共生圏づくりプラット
フォーム事業実践地域登録
制度登録地域数

- －年度 100団体
地域のステークホルダーによる主体的な会議運営を通じて地域循環共生圏創造に向けた経
済面・環境面で持続可能な構想の具体化を支援する事業において20程度の地域・自治体の
支援を予定しているため

R5年度

達成手段
（開始年度）

予算額計（執行額）
（百万円） 関連する指

標
達成手段の概要等

行政事業レビュー
事業番号

令和4年度行政事業レビューページURL（https://www.env.go.jp/guide/budget/review/2022/index.html）

施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策（施政

方針演説等のうち主なもの）
地球温暖化対策計画　第3章「目標達成のための対策・施策」第4節「地方公共団体が講ずべき措置等に関する基本的事項」
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